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インクルーシブ教育が求める教育学研究
河合隆平（東京都立大学 民主教育研究所運営委員）

障害者権利委員会は
「分離教育の廃止」を求めたのか？
国連の障害者権利委員会が２０２２年９月に

公表した日本政府に対する総括所見は、「分離

教育の廃止」を勧告したと受けとめられたが、果

たしてそうか。むしろ、日本の「特別支援教育」は

文科省が言うような「インクルーシブ教育」（シス

テム）ではなく、「一人一人のニーズに応じる」と

いうキャッチフレーズや、いくつかの制度改変にも

かかわらず、依然として障害の種別と程度に応じ

て特別な教育を行う「特殊教育」にとどまってい

る現状に対する批判として理解すべきではない

か。こうした文脈において「分離された特殊教

育」の「廃止」が強く要請されたのであり、特別

支援学校や特別支援学級といった特別な教育

の場そのものを否定するものではない。

ただし、障害者権利委員会は「分離された環

境」における「教育」を積極的に評価してはいな

い。すなわち、「数百万人もの障害のある人が、

引き続き教育を受ける権利を否定されており、さ

らに多くの障害のある人が、同級生から分離さ

れた環境でしか教育を受けることができず、しか

もそこで受ける教育は質が低い」というのである

（障害者権利委員会「インクルーシブ教育を受

ける権利に関する一般的意見第４号」２０１６）。

なお、今回の総括所見は「障害のある子ども」

にかかわって、「医学的検査に基づく、早期発見

及びリハビリテーションの制度が、障害のある児

童を社会的隔離へと導き、障害者を地域社会か

ら疎遠にさせ」ており、インクルーシブな地域生

活への展望を妨げていることに懸念を示してい

る。この点は、「障害のある子どもが保健ケア（早

期発見介入プログラムを含む）にアクセスできる

ことを確保するための即時的措置をとること」を

勧告した子どもの権利委員会の総括所見（２０１

９）と齟齬があるようにみえる。しかし、障害者権

利委員会の勧告は、我が子に障害や発達の遅

れがあることを告げられた保護者の不安や葛藤
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に寄り添うことのないまま、子どもの生活を切り

刻むような「療育」が始まり、就学へと追い立て

られていく現状の改善を求めるものとして受けと

める必要があるのではないか。

教育政策をめぐる要求の一致点
障害者権利委員会の総括所見のボリュームの

大きさは、それだけ日本の障害者施策の課題が

多いということを示している。と同時に、そこには、

相互の違いを乗り越え、要求の一致点を粘り強

く見出しながら、パラレルレポート（日本障害者フ

ォーラム）にまとめ上げた障害者運動の共同の

経験が反映されている。総括所見が示した方向

性を受けとめつつ、他方で「分離」や「社会的隔

離」という強い文言に制約されることなく、日本

の障害児教育の歴史と現実に即して「インクル

ーシブ教育」について議論と対話を続けていくう

えで、このことを忘れないようにしたいと思う。

それでは、教育政策をめぐる要求の一致点は

どこにあるか。それは、障がい者制度改革推進会

議の「障害者制度改革の推進のための基本的

な方向 （第一次意見）」（２０１０年６月）に見る

ことができる。

「第一次意見」は「原則インクルージョン」を掲

げ、「障害の有無にかかわらず、すべての子ども

は地域の小・中学校に就学し、かつ通常の学級

に在籍することを原則とし、本人・保護者が望む

場合のほか、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとっ

て最も適切な言語やコミュニケーションの環境を

必要とする場合には、特別支援学校に就学し、又

は特別支援学級に在籍することができる制度へ

と改める」ことを提言した。これに対して、障害の

ある子どもの通常学級在籍を「原則」とすること

は、特別支援学校・学級を副次的に位置づける

ことになり、特別な教育の場の条件整備を制約

するのではないかとの批判もあった。

しかし、ここでは、障害を理由に本人と保護者

の意向に反して就学先を強要される現実を廃絶

し、そうならない仕組みに改めることを要求の一

致点としたのであり、これを前提に本人と保護者

の希望に応じて、特別支援学校・特別支援学級

の必要性を認めたのである。通常学級へのアク

セスのしにくさだけではなく、文科省の「４・２７通

知」が特別支援学級の授業時数が過半数以下

の子どもたちを支援学級教育から排除しようと

する現状に対して、この障害者運動の合意を具

体化していくことが重要である。しかし、この時点

では、障害がある場合に通常学級とは異なる特

別な場や教育課程がなぜ必要なのかという積極

的な理由づけは、十分に押さえられなかったとい

える。

教育学研究に求められるもの
今回の総括所見を契機として、そのことをあら

ためて追究したいと思う。通常学級において少人

数学級化が進んで、今より教育環境が飛躍的に

改善され、指導方法も洗練されたとして、通常学

級の教育課程において「障害による学習上又は

生活上の困難を克服し自立を図るために必要な

知識技能」（学校教育法第７２条）を獲得する学

びは保障し得るのか。具体的には、特別支援学

校・学級、通級による指導で行う「自立活動」を

通常学級の教育課程に組み入れることができる

のかということでもある。教科教育と教科外教育

という構成をとる通常の教育課程論のなかに、そ

うした障害と共に生きる・大人になることを支え

励ます文化の伝達はどのように構造化されるの

か。それは、教育課程論をはじめとする教育学研

究によって明らかにされるべき課題であり、それ

らの教育学の知見と切り結んでこそ、障害のある

子どもたちが通常学級から自立した特別な教育

の場と教育課程を必要とする理由もより明確に

なるのではないか。

私が参加する民研の「特別支援教育と子ども

・学校」研究委員会が、そうした教育学研究の場

となるために何が必要かを、障害のある子ども・

青年たちの声を聴きながら、通常教育学の人た

ちと一緒に考えていきたいと思う。
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16期後期 研究活動方針案
新自由主義に対抗する社会と未来の構築に向けて、
子ども・青年の現実から出発し、現場の実践と切り結ぶ教育研究を

１） １６期方針策定後の情勢と研究の課題
新自由主義的政策による競争と格差の拡大

の中で、２０２０年初頭に世界を襲ったコロナ禍

は貧しい人々により大きな打撃を与え、格差を拡

大しました。 3 年余を経て、２０２３年５月５日にW

HOの緊急事態宣言が終了し、国内ではCOVID

-１９の感染法上の扱いが季節性インフルエンザ

と同じ５類に移行しています。

２０２２年２月２４日に始まったロシアのウクライ

ナ侵略は、国連による平和構築の枠組みを揺る

がし、冷戦終結後の東西対立の焦点という様相

を呈しつつ、その解決の出口を見出せない状況

が続いています。この「危機」に乗じて、岸田内閣

は専守防衛という原則を投げ捨てる安保三文書

（「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛

力整備戦略」）を２０２２年１２月１６日に閣議決

定し、「新しい戦前」と言われるような軍拡・大増

税の道を歩もうとしています。特に、「国家安全保

障戦略」の「Ⅶ 我が国の安全保障を支えるた

めに強化すべき国内基盤」において、「２ 社会

的基盤」として「我が国と郷土を愛する心を養

う」と明記されたことは重大です。「自衛隊、在日

米軍等の活動の現状等への理解を広げる取り

組みを強化する」ことも書かれており、自衛隊だ

けでなく新たに在日米軍の教科書記述が増える

ことも懸念されます。「３ 知的基盤の強化」では

「安全保障分野における政府と企業・学術界と

の実践的な連携の強化」が謳われていますが、

これは５月１１日に可決された「経済安保推進法

案」における科学技術研究の軍事化を促進する

もので、研究の自由への介入が実質化されたと

も言えます。学術会議の改革案を政府が提示す

るなどの露骨な介入は、軍産学共同に反対して

きた学術会議への弾圧として見過ごすことはで

きません。安保三文書によるなし崩し的な憲法

「改正」とともに、成文改憲の動きも実質化され

つつあります。

大学運営に企業経営者が関与するガバナン

ス改革は度重なる改悪の中でかろうじて保って

きた大学の自治を根底から破壊するものです

が、これも上記のこととの関連で理解される必要

があります。また、岸田政権の「新しい資本主義

に向けた改革」（骨太方針２０２２）の目玉の一

つである「大学ファンド」は、１０兆円の大学ファ

ンドで世界トップレベルの大学を養成し、日本の

研究力と経済を向上させるという触れ込みで２０

２２年４月に始動しましたが、上半期９月で１８８１

億円の損失を計上する結果となっています。大学

に収益を上げることを要求し厳しい競争下におく

ことが研究と教育の場である大学にとっての重

大な脅威であるだけでなく、これがそもそも安定

した大学支援になり得ないことが明らかになった

と言えます。研究と教育に携わる私たちにとって、

大学をめぐるこのような状況は決して看過できる

ものではありません。

２０２０年２月にコロナ禍での一斉休校を一方

的に決めた当時の首相が昨年７月に銃撃で亡く

なり、権力の闇が暴かれることになりました。旧

統一教会が家族や子どもに関する政策に大きな

影響を与えていたことは特に重大です。また、多

くの人々が反対の声を上げる中で強行されたオ

リンピックも、汚辱にまみれたものだったことが明

らかになりました。

東日本大震災から１２年を経て原発の再稼働

と新設に舵を切った政府の決定は、故郷を追わ

れた人々の苦難の経験を踏みにじるものです。

放射能で汚染された水を海に流すという行為

は、国際的にも日本の信用失墜と孤立を招かざ
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るを得ません。

コロナ禍のもとで卒業式・入学式をはじめ多く

の行事が制約され、子どもが貴重な教育の機会

を奪われてきました。新型コロナを感染法上の 5

類に引き下げる決定をふまえ、教育現場でもそ

の対応が進められていますが、この３月に行われ

た卒業式については、マスク着用や歌などに関

する文科省の方針が揺れ動いたことが現場の混

乱を招きました。そもそもこうしたことは各地の教

育委員会や学校の判断に委ねられるべきもの

で、この混乱自体が日本の教育行政の問題を表

しています。

子どもの貧困、虐待、不登校、自殺など子ども

の危機的状況は深刻さを増しており、「令和３年

度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査結果について」（文科省:

２０２２年１０月２７日）によると、小・中学校におけ

る不登校児童生徒数は前年度の１９６,１２７人を

大幅に上回り２４４,９４０人と過去最多になって

います。いじめ件数も再度上昇に転じており、特

に小学生の「暴力行為」発生率は１０００人当た

り６.５件から７.７件に増加し、件数でも発生率で

も中学校を上回っています。これは特に小学生に

とって学校がストレスフルな場になっていることを

示しています。小１時の休校によるひらがな習得

のつまずきで、後の学年で思いを文字化できな

いことが子どもたちの荒れにつながっているとい

う事例も報告されています。

厚生労働省の発表（２０２３年３月１４日）によ

ると、２０２２年の小中高生の自殺は５１４人で、

統計のある１９８０年以降で最多となりました。そ

の内訳は高校生が３５４人、中学生が１４３人、小

学生が１７人で、男子高校生が全体の４割を占

めています。自殺の原因や動機では小中高いず

れも「学校問題」（学業不振、進路に関する悩

み、学友との不和）が最多です。

コロナ禍の３年の影響は、その人生に対する比

率から言っても、年齢の低い子どもたちにとって

大きいものであったことは容易に想像できます。

中高学年の問題の低年齢化ではとらえきれない

変化も指摘されており、子どもの心と体、学びと

育ちの問題の深刻さをふまえ、そこで失われたこ

との究明と回復が大きな課題になっています。

「コロナ禍以前に戻る」のではない、コロナ後の

実践とその研究が求められています。

コロナ禍におけるGIGAスクール構想の前倒し

実施で小中高校では一人一台端末が実現しま

したが、教育におけるデジタル化の子どもへの影

響は、デジタルリテラシーの獲得に向けての教育

条件の保障の課題とともに、引き続き注視してい

く必要があります。Society５.０に向けた人材育

成が政府の重点施策となっていること自体の批

判的検討の必要も改めて提起したいと思いま

す。

２０２２年６月１５日に可決成立したこども基本

法が４月１日に施行され、内閣府の外局として設

置されたこども家庭庁も同日に始動しました。こ

ども家庭庁の取り組みが子どもの権利を本当に

実現していくものになるのかが問われており、そ

の施策を具体的に検討していく必要があります。

教職員の労働条件も深刻な状況です。「働き

方改革」の提唱にも関わらず、教職員の長時間

過密労働が解決しない一方で、非正規雇用の

増加、全国的な教師不足、教師希望者の減少な

どが起きています。「給特法」（公立の義務教育

諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法）の問題が社会でも注目され、署名運動が

取り組まれるとともに、政府与党や文科省レベル

でも見直しの動きが加速しています。３月１５日

には全教が勤務実態調査の最終報告を発表し

ましたが、４月２８日には文科省も教員勤務実態

調査結果【速報値】を発表し、５月２２日に教員

の処遇改善について中教審への諮問を行いまし

た。同日、自民党の「令和の教育人材確保に関

する特命委員会」が教職調整額の増額（４％か

ら１０％へ）と学級担任や部活担当に対する諸手

当の導入等を含む提言を岸田首相に提出しまし

た。５月３０日には２０人の教育研究者有志が呼

びかける「教員の長時間勤務に歯止めをかけ、

豊かな学校教育を実現するための全国署名」が
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スタートし、同日、記者会見が行われました。この

署名では、教職調整額の増額や手当の支給で

は教員の超過勤務問題は解決されないとの立

場で、教員にも残業代を支給すること、学校の業

務量に見合った教職員を配置すること、教育予

算を増額すること、の３点を要求項目としていま

す。一方、埼玉県の公立学校教員が残業代不払

いを労働基準法に違反するとして訴えた裁判で

は、最高裁が３月８日に上告を却下し、教員側の

敗訴となりました。

教員の働き方ともかかわって、部活動の地域

移行の課題も重要です。部活動が教員の大きな

負担になっていることは事実ですが、それをどう

解決していくか、部活動のあり方や地域移行に

ついては議論が大きく分かれている状況があり

ます。子どもたちのスポーツ・文化活動の権利を

保障することを最優先し、地域移行が保護者の

負担や地域格差の拡大を生まないようなあり方

を追求することが必要です。

教員養成・研修の問題も見逃すことはできま

せん。中教審は２０２２年１２月１９日に「『令和の

日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研

修等の在り方について～『新たな教師の学びの

姿』の実現と、多様な専門性を有する質の高い

教職員集団の形成～（答申）」を発表しました。

そこでは、教員の養成・採用のあり方として、教育

実習の実施時期、教員採用選考試験の早期化・

複線化、「特定分野に強みや専門性のある教

員」を養成する教職課程の開設、「教師自身の

学び（研修観）」の転換などが盛り込まれていま

す。教員免許更新制は「改正教職員免許法」が

２０２２年７月１日に施行されたことによって廃止

され、文科省は８月３１日に新しい研修制度の指

針とガイドラインを発表しました。それによって、２

０２３年４月から教師の研修履歴の「記録」と、管

理職等による受講の「奨励」が義務化されるな

ど、自主的な研修とは程遠いものが現場に強要

されています。学校では、ハラスメント等で離職す

る若い教師も後を絶ちません。

コロナ禍における分散登校の経験から少人数

学級を望む国民的運動が高まり、４０年ぶりの小

学校での３５人以下学級が実現しました。３５人

学級の最上級学年は４月に４年生になりました。

教員の労働条件は子どもの教育条件であること

が、少人数学級の場合よりも保護者には届きに

くいという状況がありますが、教師が子どもに寄

り添い保護者とも丁寧にかかわることを困難に

しているのが教員の過重労働であることは確か

で、教職員を増やし、標準授業時数を減らすとい

う要求は、広く受け入れられる可能性があると考

えられます。

東京都教育委員会は多くの都民、保護者、教

育関係者が反対の声をあげたにもかかわらず２

０２２年１１月２７日に民間業者による英語スピー

キングテスト（ESAT-J ）を実施し、それを２０２３

年度都立高校入試の合否判定に利用しました。

しかし、このテストには採点の公平性・客観性の

問題や、実施の際の音漏れなどの教室環境の不

備、単発アルバイトの試験監督など多くの課題

が指摘されています。東京での実施が全国での

実施の皮切りになることも予想されることから、

教育の市場化の問題として、引き続き注目が必

要です。

給食費無償化や子どもの医療費無料化の運

動も、４月の統一地方選の争点にもなり、全国的

に取り組まれています。しかし、全国教育研究交

流集会の基調報告でも指摘されたように、「社

会的矛盾を受けての大きな変革を望むきざしは

まだこれから」と言えます。

子ども研究をより深いレベルですすめること

と、政策の本質の徹底的な解明と批判を通して、

社会変革の展望を持つことが改めて私たちに求

められています。

２） 16 期前期の研究活動の総括と

新しい取り組み
研究委員会の活動については、それぞれの総

括レポートを参照していただくこととして、ここで

は２０２２年度の公開フォーラムと全国教育研究
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交流集会を焦点として報告をします。

２０２２年度は、新自由主義教育改革の対抗軸

を探るために、公教育の危機という状況を共有

するアメリカで「社会正義組合主義」を掲げる教

員組合運動から私たちが何を学べるかを７月と

１１月の公開フォーラムと、１２月の全国教育研究

交流集会のシンポジウムで議論しました。このシ

ンポジウムには民研の全国教育研究交流集会

初の海外ゲストとして、アメリカの革新的労働運

動の一翼を担うレイバーノーツのスタッフである

バーバラ・マデローニさんを迎えました。

民研では、全国教育研究交流集会で継続的

に教員の働き方をテーマとする分科会を設け、ま

た、公開フォーラムでも取り組んできましたが、抜

本的な改革を進めるためにも、民研としての取り

組みを強めていく必要があります。民研には、教

職員の働き方に関する常設の研究委員会はあり

ませんが、その立ちあげも視野に、まずは現場の

教師や法律家などとも共同できる専門プロジェ

クトを立ち上げました。

３） １６期前期の民研の運営の総括と課題
コロナ禍で、２０２０年３月から運営委員会と評

議員会はオンラインで開催してきました。地方か

らの参加だけでなく、首都圏在住者にとっても移

動時間の負担なく参加できたことで、出席率も

向上しました。これは会議の持ち方の選択肢が

増えたこととして、積極的に評価し、今後も活用

していきたいことです。第３１回の全国教育研究

交流集会は、全体会をエデュカス７階ホールの

会場参加者と全国のオンライン参加者をつなぐ

ハイブリッド形式で実施され、分科会はオンライ

ン開催を基本として行われました。このような会

議の持ち方は、全教の皆さんの多大なご協力に

よって実現できたものです。運営形態について

は、コロナ前に戻すのではなく、この間の経験や

利点を生かしつつ、対面ならではのよさも大切に

していきたいと思います。

コロナ禍のもとで、公開フォーラムや全国教育

研究交流集会は参加費無料で行ってきました

が、電子決済のシステムの活用も視野に入れて

検討をする予定です。『人間と教育』の電子化に

ついても検討の課題になります。

【第１６期活動方針 ２０２２年５月３１日】
Ⅰ 子どもの生存と発達を守る

１）子どもの権利の実現

発達の危機／差別のない社会

貧困・虐待、ジェンダー格差

子どもの権利条例づくり

２）子ども・青年に寄り添い、ともに人類の課

題に向き合う

「民主主義と平和」を継承し支える世代

を育てる

「声を上げる」文化

３）災害やパンデミックと子どもの育ちへの影

響の継続的研究

原発事故は終わらない

With and Post コロナ

４）子どもの発達を支える保育者・教育者・福

祉関係者の専門性の保障

５）政府の人材育成施策と子ども

「こども家庭庁」の問題

Ⅱ 公教育の解体に抗して――教育の保障と

公教育の再構築

１）教育における新自由主義（市場化・民営

化）の進行とその影響

入試とその準備における民間企業の参入

子どものデータの収集（⇒利活用）

２）教育におけるICTと教育実践

デジタルリテラシーの獲得

探究的学習の可能性／真に「対話的で深

い学び」とは

ICT活用による教室の人間関係の変化

子どもの学びにとっての可能性と懸念

３）未来の教室（経産省）

４）「令和の日本型学校教育」（２０２１.１.２６.）

と「学びの構図」を批判的に乗りこえる

新学習指導要領（２０１７/１８）のもとでの
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創造的な教育課程編成と学校づくり

５）Society５５.０に向けた教育・人材育成に

関する政策パッケージ

科学技術政策のもとでの人材育成策

６）教育条件の整備

少人数学級／特別支援学校の設置基準

（適用範囲の問題）

７）学校統廃合と地域の運動

８）大学の新自由主義的改編

Ⅲ 働きがいと喜びのある教育の場の創造を

１）教職員の働き方「改革」と教員の専門性

定数問題：２０２２勤務実態調査 ２０２３

給特法

２）免許更新制の廃止と「新たな教師の学び」

教員ごとの研修の「記録」と管理職等の

「指導助言」の義務化

教職員の自主的研究と学び

３）教員養成の問題

文科省による統制

コアカリキュラム／自己点検評価

Ⅳ 地域・全国レベルでの多様なとりくみへの

参画と共同

１）憲法１９４７―児童憲章７０年１９５１―子ど

もの権利条約１９８９/９４

２）平和・人権・自由の声を上げ、広げる不断

の闘い

改憲阻止／次の戦争を止める／今の戦

争を止める

３）子ども青年・地域住民・保護者と教育関係

者による参加と共同の子育てと教育づくり

４）学校統廃合に抗し、地域を守る運動

５）「子どもの貧困」への地域での対策と取り

組み

６）法改正を伴う少人数学級を焦点とした、教

育条件整備の国民的大運動

７）個人の尊厳とジェンダー平等の実現にむ

けて

８）各地域・学校での自主的な教育実践を支

え励ます取り組みへの参加

９）教師の専門職性を尊重した、実りある働き

方改革の実現

Ⅴ 民研設立３０年を土台に

１）『民研３０年のあゆみ』（２０２１.９.）から

学ぶ―初心と軌跡

２）研究委員会における継続的な活動と成果

の交流・共有

３）課題に対応する研究プロジェクトと公開研

究フォーラム

４）全国教育研究交流集会

５）『人間と教育』『年報』の普及と活用

６）活性化を目指した組織・財政改革
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3月 2日 子ども全国センター幹事会
3月 5日 学校統廃合と小中一貫を考える全国交流

集会iｎ兵庫
3月 7日 中等教育研究委員会
3月11日 第6回運営委員会
3月13日 全日本教職員組合と「教職員の長時間労働

解消をめざす給特法改正にかかわる懇談」
「環境と地域」教育研究委員会

3月16日 中等教育研究委員会
3月17日 「特別支援教育と子ども・学校」研究委員会

三役・事務局会議
3月18日 ～19日 全国定通父母の会
3月19日 高校教育研究委員会
3月21日 シンポジウム「今こそ、給特法の改正と教職員

の大幅増員を」
3月22日 中等教育研究委員会
3月23日 教育のつどい実行委員会
3月24日 「ジェンダーと教育」研究委員会
3月31日 『人間と教育』編集会議
4月 2日 教育課程プロジェクト第1回
4月 5日 新婦人が中村雅子さんをインタビュー
4月 8日 教育のつどい実行委員会
4月12日 新プロジェクト(働き方改革)打ち合わせ
4月13日 子ども全国センター幹事会
4月16日 子ども研究委員会
4月20日 「環境と地域」教育研究委員会

『人間と教育』編集打ち合わせ
4月21日 会計監査
4月24日 三役・事務局会議

「ジェンダーと教育」研究委員会
4月25日 『人間と教育』編集委員会
4月27日 子ども研究委員会
4月30日 9条地球憲章の会・民研共催

教育課程研究委員会
5月 1日 メーデー
5月 3日 憲法集会
5月 7日 教育課程プロジェクト第2回

子ども研究委員会
5月13日 第7回運営委員会
～14日 分科会共同研究者会議

5月16日 『人間と教育』編集校正
5月19日 『人間と教育』出張校正

第63回自治体問題研究所総会へのメッセージ
「特別支援教育と子ども・学校」研究委員会

5月24日 教育のつどい実行委員会
5月25日 子ども全国センター幹事会

「環境と地域」教育研究委員会
5月28日 教育課程研究委員会

全進研 春のセミナー2023 “社会の現実
に本気で向き合う生徒たち” 民研後援

5月29日 「ジェンダーと教育」研究委員会
5月30日 教員の長時間勤務に歯止めをかけ、豊かな

学校教育の実現を求める教育研究者有志
記者会見

5月31日 日本中国友好協会第72回大会への
メッセージﾞ

◆『動物園と水族館の教育』 朝岡幸彦編 学文社

◆『教育DXは何をもたらすか』 中西新太郎・谷口聡・

世取山洋介著・福祉国家構想研究会編 大月書店

◆『サクラ・サク上岡中学校３年間の物語』 笠原昭男 高文研

◆『社会とつながる探究学習』 全国民主主義教育研究会編 明石書店

◆『「学習成果」可視化と達成度評価』 早田幸政編著 東信堂

◆『民主主義教育２１ 平和の危機の時代に、１８歳を社会

の主人公に』 全国民主主義教育研究会編 同時代社

◆『ちば 教育と文化 No100』 千葉県教育文化研究センター

◆『開発と〈農〉の哲学』 澤佳成 はるか書房

◆『教師の働き方』 片山悠樹・寺町晋哉・粕谷圭佑編著 大月書店

◆『農業教育研究 №46』 全国農業教育研究会

◆『大学職員論叢』 大学基準協会編集グループ 大学基準協会

◆『世界に学ぶ主権者教育の最前線』 荒井文昭・大津尚

志・吉田雄一・宮下与兵衛・柳澤良明 学事出版

◆『学童保育情報2022－2023』 全国学童保育連絡協議会

◆『先生が足りない』 氏岡真弓 岩波書店

◆『学校運営と父母参加』 葛西耕介 東京大学出版会

◆『私たちは黙らない！』 平和を求め軍拡を許さない女た

ちの会 関西/編 日本機関誌出版センター

◆『否定の中に肯定をつかむ弁証法ノート』 折出健二 高文研

◆『恵那路 文芸特集号』 「恵那路」編集委員会 恵那教育研究所

◆118号 ＜2023年6月＞
特集 どうみる？こども基本法・こども家庭庁

◆117号 ＜2023年3月＞
特集 つながり、たたかう教師

――アメリカの教員組合運動に学ぶ

◆116号 ＜2022年12月＞
特集 地域から学校が消える！？

◆115号 ＜2022年９月＞
特集 戦争より悪はない

――「ウクライナ戦争」から何を学ぶのか

◆114号 ＜2022年６月＞
特集Ⅰ タンマツが学校にやってきた！
特集Ⅱ いま改憲論を問う

季刊 『人間と教育』を発行しています

119０円＋税 全国の書店で販売 民研から購読可能

民 研 だ よ り Ｎｏ.１56 ２０２３年６月１０日
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